
 
 
 

２０２６年度 

 

一般財団法人富山県バスケットボール協会 

 

第 ２ 回 理 事 会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　　　　　　日時：２０２６年６月６日（土）定時評議員会終了後 

 

　　　　　　場所：ボルファートとやま　瑪瑙の間 

 
 



２０２６年度一般財団法人富山県バスケットボール協会第２回理事会次第 

 

１　開　　会 

 

 

２　代表理事挨拶 

 

 

３　理事会成立 

 

 

４　議　　事 

　議案第１号　　一般財団法人富山県バスケットボール協会会長、副会長、専 

　　　　　　　　務理事及び常務理事の選定について　　　　　　　　　　・・・・ 1 

　議案第２号　　一般財団法人富山県バスケットボール協会代表理事の選定に 

　　　　　　　　ついて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・ 2 

　議案第３号　　一般財団法人富山県バスケットボール協会顧問、相談役及び 

　　　　　　　　参与の委嘱について　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・ 3 

　議案第４号　　一般財団法人富山県バスケットボール協会創立８０周年記念 

　　　　　　　　式典における被表彰者の決定について　　　　　　　　　・・・・ 4 

 

 

５　報告・協議事項 

(１)　会長、副会長、専務理事及び常務理事の職務執行状況について 

(２)　２０２６年度の会議日程について 

 

 

６　その他 

 

 

７　閉　　会 
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議案第１号 

 

　　　一般財団法人富山県バスケットボール協会会長、副会長、専務理事及び常

務理事の選定について 

 

　一般財団法人富山県バスケットボール協会定款第２５条第２項及び第２６条第２項の

規定により、会長、副会長、専務理事及び常務理事を次のように選定する。 

 

　　２０２６年６月６日　提　　出 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一般財団法人富山県バスケットボール協会 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表理事・会長　　野　上　浩太郎 

 

 

 

１　会長　　　　　　野上　浩太郎 

 

２　副会長　　　　　牧田　和樹　　　丹羽　昭雅　　　近藤　裕世 

 

３　専務理事　　　　松倉　弘英 

 

４　常務理事　　　　構　富士雄　　　牧野　匡秀　　　酒匂　博臣 

 

 

 

 

　≪一般財団法人富山県バスケットボール協会定款（抜粋）≫ 

　　（役員） 

　第２５条　この法人に、次の役員を置く。 

　　（１）　理事　　５名以上２０名以内 

　　（２）　監事　　２名 

　２　理事のうち、１名を会長とし、４名以内を副会長、１名を専務理事、３名以内を常務理事

とする。 

　３　前項の会長及び副会長の１名をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の

代表理事とし、代表理事を除く副会長、専務理事及び常務理事をもって同法に規定する業務

執行理事とする。 

　　（役員の選任） 

　第２６条　理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。 

　２　会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 

　３　代表理事の副会長は、理事会の決議によって副会長の中から選定する。 

　４　監事は、この法人の理事、評議員又は使用人を兼ねることができない。 

　５　各理事について、当該理事及びその配偶者又は３親等内の親族（これらの者に準ずるもの

として当該理事と特別な関係がある者を含む。）の合計数は、理事総数の３分の１を超えて

はならない。監事についても同様とする。 
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議案第２号 

 

　　　一般財団法人富山県バスケットボール協会代表理事の選定について 

 

　一般財団法人富山県バスケットボール協会定款第２５条第３項及び第２６条第３項の

規定により、副会長のうち代表理事を次のように選定する。 

 

　　２０２６年６月６日　提　　出 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一般財団法人富山県バスケットボール協会 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表理事・会長　　野　上　浩太郎 

 

 

 

１　代表理事　　　　牧田　和樹 

 

 

 

 

　≪一般財団法人富山県バスケットボール協会定款（抜粋）≫ 

　　（役員） 

　第２５条　この法人に、次の役員を置く。 

　　（１）　理事　　５名以上２０名以内 

　　（２）　監事　　２名 

　２　理事のうち、１名を会長とし、４名以内を副会長、１名を専務理事、３名以内を常務理事

とする。 

　３　前項の会長及び副会長の１名をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の

代表理事とし、代表理事を除く副会長、専務理事及び常務理事をもって同法に規定する業務

執行理事とする。 

　　（役員の選任） 

　第２６条　理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。 

　２　会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 

　３　代表理事の副会長は、理事会の決議によって副会長の中から選定する。 

　４　監事は、この法人の理事、評議員又は使用人を兼ねることができない。 

　５　各理事について、当該理事及びその配偶者又は３親等内の親族（これらの者に準ずるもの

として当該理事と特別な関係がある者を含む。）の合計数は、理事総数の３分の１を超えて

はならない。監事についても同様とする。 
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議案第３号 

 

　　　一般財団法人富山県バスケットボール協会顧問、相談役及び参与の委嘱に

ついて 

 

　一般財団法人富山県バスケットボール協会定款第４４条第２項の規定により、顧問、

相談役及び参与を次のように委嘱する。 

 

　　２０２６年６月６日　提　　出 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一般財団法人富山県バスケットボール協会 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表理事・会長　　野　上　浩太郎 

 

 

 

１　顧　　問　　　　荻原　隆夫　　　平坂　義孝 

 

２　相 談 役　　　　深松　篤夫　　　山﨑　　均 

 

３　参　　与　　　　青山　雍夫　　　稲葉　之忠　　　岩﨑　　修　　　碓井　勝巳  
　　　　　　　　　　大塚　保夫　　　北川　義則　　　佐野　憲正　　　羽田　保夫  
　　　　　　　　　　廣川　知巳　　　山森　隆志　　　柚木　俊二 
 

 

 

 

　≪一般財団法人富山県バスケットボール協会定款（抜粋）≫ 

　　（顧問、相談役及び参与）  
　第４４条　この法人に顧問、相談役及び参与を置くことができる。 
　２　顧問、相談役及び参与は、理事会の推薦により、会長が委嘱する。 
　３　顧問は、重要事項について、会長の諮問に応じ意見を述べることができる。  
　４　相談役は、会長及び副会長が必要と認める事項について、その相談に応じ意見を述べるこ

とができる。  
　５　参与は、役員が必要と認める事項について、その相談に応じ意見を述べることができる。 
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議案第４号 

 

　　　一般財団法人富山県バスケットボール協会創立８０周年記念式典における

被表彰者の決定について 

 

　一般財団法人富山県バスケットボール協会創立８０周年記念式典（２０２６年１１月

８日）の挙行に当たり、一般財団法人富山県バスケットボール協会表彰規程第６条の規

定により、表彰における被表彰者を次のように決定する。 

 

　　２０２６年６月６日　提　　出 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一般財団法人富山県バスケットボール協会 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表理事・会長　　野　上　浩太郎 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

１　特別表彰　　岩井　孝義（東京パラリンピック） 八村　　塁（東京五輪等） 馬場　雄大（東京五輪等）  

　　　　　　　　宮島　徹也（東京パラリンピック） 

 

２　功労表彰　　青山　雍夫（立山町協会） 五十里　文雄（入善町町会） 岩﨑　　修（南砺市協会） 

　　　　　　　　太田　喜吉（砺波市協会） 潟沼　栄一（砺波市協会） 千田　則行（故人：魚津市協会） 

　　　　　　　　津田　信人（射水市協会） 平井　妙子（上市町協会） 明道　将人（高岡市協会） 

　　　　　　　　山﨑　　均（朝日町協会） 柚木　俊二（入善町協会） 柳渓　暁秀（滑川市協会） 

（以上、５０音順） 

 

 

 

　≪一般財団法人富山県バスケットボール協会表彰規程（抜粋）≫ 

　　（表彰等の種類） 
　第２条 表彰等の種類については、次の各号に定めるものとする。 
　　(１)　 功労表彰 
　　　ア　 県協会の役員として永年協会の発展に特に寄与した者 
　　　イ　 県協会加盟団体役員として特に功績のあった者 
　　(２) 　優秀選手表彰 
　　　　　全国大会及び国際大会で顕著な成績を収めた者 
　　(３)　 優秀チーム表彰 
　　　　　全国大会で優秀な成績を収めたチーム 
　　(４)　 優秀指導者表彰 
　　　　全国大会で優秀な成績を収めた選手又はチームを育成した指導者 
　　(５)　 特別優秀選手又は特別優秀チーム表彰 
　　　ア　 全国大会で優勝又は次勝した選手若しくはチーム 
　　　イ　 日本を代表して国際大会等において出場した選手又はチーム 
 
　　（選考） 
　第６条　第２条第１号から第５号までに定める被表彰者の選考は、理事会の決議を経て会長が

授与するものとする。 
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報告・協議事項(１) 

 

　　　一般財団法人富山県バスケットボール協会会長、副会長、専務理事及び常

務理事の職務執行状況について 

 

　一般財団法人富山県バスケットボール協会定款第２７条第６項の規定により、会長、

副会長、専務理事及び常務理事の職務執行状況を報告する。 

 

職務執行状況一覧 

 

 

 

報告・協議事項(２) 

 

　　　２０２６年度の会議日程について 

 

　２０２６年度会議の今後の日程は、次のとおりする。ただし、変更となる場合は、事

前に案内する。 

 
１　理事会（対象者：全役員及び委員会・部会の代表者） 
　　　第１回　　５月２５日（月）　２０２５年度事業・決算報告、２０２６年度定時

評議員会への提出案件等【実施済】 
　　　第２回　　６月　６日（土）　役員改選に伴う案件等【本日】 
　　　第３回　　７月２１日（火）　県選抜チーム選手の決定等 
　　　第４回　１０月２７日（火）　各種表彰関係の案件等  
　　　第５回　　２月　１日（月）　２０２７年度事業・予算の要求案内等  
　　　第６回　　３月２３日（火）　２０２７年度事業計画・予算の決定等  
 
２　業務執行理事会（対象者：会長、副会長、専務・常務理事） 
　　　第１回　　５月１２日（火）　第１回理事会向け【実施済】  
　　　第２回　　７月１３日（月）　第３回理事会向け　　※７月７日からの変更  
　　　第３回　１０月　７日（水）　第４回理事会向け　　※１０月６日からの変更 
　　　第４回　　１月１８日（月）　第５回理事会向け 
　　　第５回　　３月　８日（月）　第６回理事会向け 
 

 
月 日 出席会議・大会等

野上 
会長

牧田 
副 会 長

丹羽 
副 会 長

近藤 
副 会 長

松倉 
専 務 理 事

構 
常 務 理 事

牧野 
常 務 理 事

酒匂 
常 務 理 事

 
5 25

2026 年度（一財）富山県バスケ

ットボール協会第１回理事会
○ ○ ○ ○ ○

 
5 28

（公財）日本バスケットボール協会

D-fund手続に関するオンライン説明会
○

 
6 6

2026 年度（一財）富山県バスケ

ットボール協会定時評議員会
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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３　その他主要な日程 
（１）【仮称】山﨑均氏 瑞宝双光章受章（記念）祝賀会 
　　ア　日時　　２０２６年８月２９日（土）１４時から 
　　イ　会場　　ホテルグランミラージュ（魚津市吉島 1-1-20） 

　　ウ　次第　　発起人挨拶、祝辞、記念品贈呈、謝辞及び祝宴 

　　エ　会費　　１５，０００円／人《記念品代含む》 
（２）創立８０周年記念事業【とやま籠球祭２０２６】 
　　ア　日時　　２０２６年９月２１～２２日（月・祝～火・祝）  
　　イ　会場　　富山県総合体育センター  
　　ウ　概要　　各種カテゴリーの強化試合等 

（３）創立８０周年記念式典 
　　ア　日時　　２０２６年１１月８日（日）１７時から 
　　イ　会場　　富山電気ビルデイング　５階大ホール 
　　ウ　次第　　式辞、表彰、祝辞及び祝賀会 

　　エ　会費　　１０，０００円／人 
 
 
 
その他 
 
　◆自己紹介 
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２０２６年６月７日現在

２ ０ ２ ６－２ ７ 年 度
（一財）富山県バスケットボール協会　組織図

一般財団法人富山県バスケットボール協会組織・会計範囲

専門委員会 Ｕカテゴリー部会 各種連盟等

大会実施委員会

独立会計連盟

市・町協会

評 議 員 会
（4名以上30名以内）

名誉役員
（顧問、相談役、参与）

理　事　会
（5名以上20名以内）

監　　事
（2名）

事 務 局
（事務局長ほか）

総務委員会
Ｕ１８

カテゴリー部会
社会人連盟

裁定委員会
Ｕ１５

カテゴリー部会
大学連盟

規律委員会
Ｕ１２

カテゴリー部会
高等学校体育連盟

競技会委員会 中学校体育連盟

審判委員会 車椅子連盟

ＴＯ委員会
ＡＪ予選実施

委員会 Ｂリーグ

育成委員会
３×３予選実施

委員会

指導者養成
委員会

スポーツ医科学
委員会

富山市協会 高岡市協会 魚津市協会

氷見市協会 滑川市協会 黒部市協会

砺波市協会 小矢部市協会 南砺市協会

活動費用の配分
大会主管権の委譲
各種事業の委託（育成、指導者養成及
び普及）

射水市協会 上市町協会 立山町協会

入善町協会 朝日町協会

事業計画・予算の提出
事業報告・決算の提出
全ての大会要項・予算・決算の提出

【顧問】　　　　　　　　（50音順）

荻原　隆夫　平坂　義孝
【相談役】
深松　篤夫　山﨑　　均
【参与】
青山　雍夫　稲葉　之忠　岩﨑　　修
碓井　勝巳　大塚　保夫　北川　義則
佐野　憲正　羽田　保夫  廣川　知巳
山森　隆志  柚木　俊二

【評議員】　　　　　　（50音順）

五十里勘司　上田　博之　梅澤　健一
大崎　　亮　鎌仲　秀一　斉藤　琢也
酒井　　肇　坂本　穣治　澤田　　仁
高堂　孝一　竹村　和敏　田中健太郎
寺島　貴幸　堀　　純子　松田　清人
水野　　智　光田　朋子　森能　雅幸
山﨑　恵次　米田　由和　　　　

【役員】

会　　長　野上　浩太郎《代表理事》
副 会 長　牧田　和樹　《代表理事》
　 〃 　　丹羽　昭雅
　 〃 　　近藤　裕世
専務理事　松倉　弘英
常務理事　構　富士雄
　 〃 　　牧野　匡秀
　 〃 　　酒匂　博臣
理　　事　白江　成吉（社会人連盟）
 　〃 　　中村光一郎（大学連盟）
　 〃 　　飯村　善行（高体育連盟）
　 〃 　　長岡　紘一（中体育連盟）
　 〃 　　岩田　晋作（車いす）
　 〃 　　細川　彩芽（Ｂリーグ）
　 〃 　　長森　和久（富山市協会）
　 〃 　　吉居　史子（高岡市協会）
　 〃 　　佐渡　　翼（黒部市協会）
　 〃 　　水戸　明美（南砺市協会）
監　　事　柳瀬　雅之
　 〃 　　釣　　順一（射水市協会）
　【委員長・部会長】

総　　務　三部　修嗣
裁　　定　亀井　隆之【兼規律】
競 技 会　牧野　匡秀【兼常務理事】
審　　判　柳原　弘彰
Ｔ　　Ｏ　石山　達也
育　　成　東　　良典
指 導 者　山本　　練
医 科 学　前坂　宣明
Ｕ １ ８　阿部　充晴
Ｕ １ ５　平田　哲弘
Ｕ １ ２　畑　　佳伸

　【事務局】
事務局長　松倉　弘英【兼専務理事】

事務局員　中島　仁美
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２０２６年度（一財）富山県バスケットボール協会　分掌事務 

 
１　総務委員会　　(1) 定款、定款細則及び各種規程に関すること。 
　　　　　　　　　(2) 評議員、評議員会及び理事会に関すること。 
　　　　　　　　　(3) チーム等の加盟･登録に関すること。 
　　　　　　　　　(4) 名誉会長、顧問、相談役及び参与の委嘱に関すること。 
　　　　　　　　　(5) 会費の納付に関すること。 
　　　　　　　　　(6) 市町村協会との連絡調整及び事業連携に関すること。 
　　　　　　　　　(7) 表彰に関すること。 
　　　　　　　　　(8) 他の委員会の所管に属さない事項に関すること。 

２　裁定委員会　　(1) 懲罰対象事実の調査及び認定に関すること。 
　　　　　　　　　(2) 懲罰案の作成及び裁定手続に関すること。 

３　規律委員会　　(1) 競技及び競技会における違反行為の処置に関すること。 
　　　　　　　　　(2) 競技及び競技会における規律の周知に関すること。 

４　競技会委員会　(1) 競技規則の運用に関すること。 
　　　　　　　　　(2) 県内における全ての競技会の監理に関すること。 
　　　　　　　　　(3) 県内における競技会日程の調整及び作成に関すること。 
　　　　　　　　　(4) 北信越大会等の日程調整に関すること。 

５　審判委員会　　(1) 競技規則の周知徹底に関すること。 
　　　　　　　　　(2) 審判員の発掘と養成に関すること。 
　　　　　　　　　(3) 各種大会の審判派遣に関すること。 
　　　　　　　　　(4) 公認審判審査会の実施及び審判ライセンスの昇格に関すること。 

６　ＴＯ委員会　　(1) ＴＯの普及強化に関すること。 
　　　　　　　　　(2) 統一マニュアルに基づく、全カテゴリーの育成に関すること。 

７　育成委員会　　(1) 競技者の育成強化に関すること。 
　　　　　　　　　(2) 県選抜チームの編成、強化及び支援に関すること。 
　　　　　　　　　(3) 強化計画の作成及び推進に関すること。 

８　指導者　　　　(1) 指導者の登録、育成及び資質の向上に関すること。 
　　養成委員会　　(2) コーチライセンスの取得及び資格の認定に関すること。 
　　　　　　　　　(3) 指導者養成講習会の開催に関すること。 

９　スポーツ　　　(1) バスケットボール競技に関する医科学サポート及び調査研究に  
　　医科学委員会　　　関すること。 
　　　　　　　　　(2) 選手のメディカルチェック、健康管理及び怪我の予防に関する

こと。 
　　　　　　　　　(3) アンチドーピングに関すること。 
　　　　　　　　　(4) 競技会及び強化事業（合宿及び遠征）における医科学サポート

に関すること。 

10　Ｕカテゴリー　(1) チーム、選手及びスタッフの育成とモラル維持に関すること。 
　　部会　　　　　(2) 各種大会の円滑な運営と新たな大会の検討に関すること。 
　　　　　　　　　(3) 協会助成金の適正かつ透明な予算執行に関すること。 

11　事　務　局　　(1) 事業計画及び事業報告に関すること。 
　　　　　　　　　(2) 予算、決算その他財務に関すること。 
　　　　　　　　　(3) 各種大会の広報、記録等の収集及び保存に関すること。 
　　　　　　　　　(4) 報道機関との連携に関すること。 
　　　　　　　　　(5) 共催及び後援の申請・承認に関すること。 
　　　　　　　　　(6) ホームページの管理に関すること。 
　　　　　　　　　(7) その他の庶務に関すること。


